
（別紙３） 

 

函館市地域包括支援センター職員配置基準 

圏   域 

保健師 
社 会 

福祉士 

主任介護 

支援専門員 
事務職員 ブランチ 

常勤 

専任 

常勤 

専任または兼任 

西   部 

１ １ １ 

１  
１ 

（いずれかの職種を配置） 

中央部第１ 

１ １ １ 

１  
１ 

（いずれかの職種を配置） 

中央部第２ 

１ １ １ 

１  
１ 

（いずれかの職種を配置） 

東央部第１ 

１ １ １ 

１  
２ 

（いずれかの職種に重複せず配置） 

東央部第２ 

１ １ １ 

１  
２ 

（いずれかの職種に重複せず配置） 

北東部第１ 

１ １ １ 

１  １ 

（いずれかの職種を配置） 

北東部第２ 

１ １ １ 

１  
２ 

（いずれかの職種に重複せず配置） 

北東部第３ 

１ １ １ 

１  
２ 

（いずれかの職種に重複せず配置） 

北   部 

１ １ １ 

１  
１ 

（いずれかの職種を配置） 

東   部 １ １ １ １ １ 

 


